
 

 
 
   

 

 

鉱工業指数平成 22年（2010 年）基準改定の国民経済計算への反映について 

 

平成 25 年７月 30 日  

経済社会総合研究所 

国 民 経 済 計 算 部 

 

本年６月に経済産業省より鉱工業指数基準改定（平成 22 年（2010 年）基準）が公表された

ことを受け、国民経済計算において、平成 23 年 1-3 月期以降の計数にこれを反映させること

とし、平成 25 年８月 12 日（月）公表予定の平成 25 年 4-6 月期四半期別 GDP 速報（１次 QE）

から適用する。 
その際、国民経済計算における出荷額推計及び製品在庫推計で利用している品目のうち、今

回の鉱工業指数基準改定において廃止された品目については、他の同等の基礎資料を利用する

等の対応を行う。これに伴う「推計手法解説書（四半期別 GDP 速報（QE）編）平成 17 年基準版」

の変更箇所は下記のとおりである。 

 
記 

 

「推計手法解説書（四半期別 GDP速報（QE）編）平成 17年基準版」の変更箇所 
 

表「参考４ QE推計に利用する主な基礎統計」の「A．供給側推計」 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

なお、製品在庫についても、鉱工業指数基準改定を受け、一部見直しを行い、「食品産業動態調査

（農林水産省）」を基礎資料として追加することとする。 

以 上 

（旧）

小（91）
分類番号

小（91）分類 統計名 推計に使用する基礎統計の概要

12 水産食料品 鉱工業出荷指数（経済産業省） 水産製品

14 農産食料品 鉱工業出荷指数（経済産業省） 野菜・果実製品

15 その他の食料品 鉱工業出荷指数（経済産業省） 油脂・調味料、その他の食料品

18 たばこ
* ※数量は内閣府推計

下線は、鉱工業指数基準改定により廃止された指数

（新）
小（91）

分類番号
小（91）分類 統計名 推計に使用する基礎統計の概要

12 水産食料品 食品産業動態調査（農林水産省） 水産食料品生産量

14 農産食料品 食品産業動態調査（農林水産省） 農産食料品生産量

鉱工業出荷指数（経済産業省） 油脂・調味料

※油脂・調味料を除くその他の食料品の数量は
内閣府推計

18 たばこ
* 国内紙巻きたばこ月次販売実績速報（日本たば

こ産業株式会社）
販売数量

＊たばこについては、従来は食料品・たばこ工業出荷指数から食料品関係の出荷指数を控除した計数を用いていたが、
　今回の改定により、水産食料品等の指数が廃止されたため、今後は代替として基礎資料を変更し推計することとする。

15 その他の食料品


